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■ インドネシア進出企業のビジネス法務実務（入門編）

外　
国　
人　
労　
働　
者　

労　
働　
者　
に　
適　
用　
さ　
れ　
る　
法　
律　
は　
、　
２　

０　
０　
３　
年　
法　
律　
第　
1  3  
号　
の　
労　
働　
法　
で　

す　
。　
こ　
の　
法　
律　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　

労　
働　
者　
及　
び　
外　
国　
人　
労　
働　
者　
の　
双　
方　
に　

つ　
い　
て　
全　
般　
的　
に　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
す　
が　
、　

外　
国　
人　
労　
働　
者　
の　
雇　
用　
に　
関　
す　
る　
承　
認　

に　
つ　
い　
て　
は　
、　
労　
働　
移　
住　
大　
臣　
決　
定　

に　
、　
そ　

の　
具　
体　
的　
取　
得　
手　
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が　
規　
定　
さ　
れ　
て　
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ま　
す　
。　

外　
国　
人　
労　
働　
者　
は　
、　
承　
認　
を　
取　
得　
し　

た　
会　
社　
や　
ス　
ポ　
ン　
サ　
ー　
に　
招　
聘　
さ　
れ　
る　

形　
で　
、　
一　
定　
期　
間　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　

内　
に　
お　
い　
て　
一　
定　
の　
職　
務　
に　
就　
く　
こ　
と　

が　
で　
き　
ま　
す　
。　

Ｑ　
１　
　　
外　
国　
人　
労　
働　
者　
の　
雇　
用　
に　

お　
け　
る　
関　
係　
者　
を　
挙　
げ　
て　
く　
だ　

さ　
い　
。　

Ａ　
１　
　　
外　
国　
人　
労　
働　
者　
（　

・　
「　

」　）　

本　
人　
、　
雇　
用　
主　
（　

・　

「　

」　）　、　
そ　
し　
て　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

の　
「　
ア　
ソ　
シ　
エ　
ー　
ト　
」　
と　
し　
て　

指　
名　
さ　
れ　
る　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　

労　
働　
者　
（　

・

「　

」　）　
が　
関　
係　
者　
と　
言　
え　
ま　

す　
。　

法　
律　
上　
、　
前　
記　
関　
係　
者　
は　
以　
下　
の　
と　

お　
り　
定　
義　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

適　
切　
な　
ビ　
ザ　
を　
取　
得　
済　
み　
の　

外　
国　
人　
で　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
に　
お　

い　
て　
就　
労　
す　
る　
意　
思　
を　
有　
す　
る　
者　

Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

賃　
金　
の　
支　
払　
又　
は　
そ　
の　

他　
形　
式　
の　
報　
酬　
に　
よ　
り　
、　
労　
働　
者　
を　
雇　

用　
す　
る　
個　
人　
、　
企　
業　
家　
又　
は　
そ　
の　
他　
法　

人　Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
が　
職　
務　
を　
離　
れ　
た　

後　
に　
そ　
の　
職　
務　
を　
引　
き　
継　
ぐ　
べ　
き　
「　
ア　

ソ　
シ　
エ　
ー　
ト　
」　
と　
し　
て　
指　
名　
さ　
れ　
る　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　
労　
働　
者　

Ｑ　
２　
　　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
で　
の　
就　
労　

が　
認　
め　
ら　
れ　
る　
条　
件　
は　
何　
で　
す　

か　
。　

Ａ　
２　
　　
Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
外　
国　
人　

雇　
用　
許　
可　
証　
（　

・　

「　

」　）　
を　
取　
得　
す　
る　
必　
要　

が　
あ　
り　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
労　
働　
ビ　

ザ　
及　
び　
滞　
在　
許　
可　
証　
（　

）　、　

並　
び　
に　
外　
国　
人　
就　
労　
許　
可　
証　

（　

・　

「　

」　）　
を　
取　
得　
す　
る　
必　
要　
が　

あ　
り　
ま　
す　
。　

Ｑ　
３　
　　
Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
は　
ど　
の　
よ　

う　
な　
形　
態　
が　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　

す　
か　
。　

Ａ　
３　
　　
前　
記　
の　
と　
お　
り　
、　
Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　

Ｋ　
Ａ　
と　
は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　
雇　
用　
す　

る　
事　
業　
体　
の　
こ　
と　
で　
す　
。　
Ｐ　
Ｋ　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
必　
ず　
し　
も　
会　
社　
で　

あ　
る　
必　
要　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
事　
業　
活　
動　

を　
す　
る　
法　
人　
の　
い　
ず　
れ　
も　
が　
、　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　（　
個　
人　
事　
業　
主　
を　
除　
く　
）　
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を　
雇　
用　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
ま　

す　
。　

Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
形　
態　
と　
し　
て　
認　
め　
ら　

れ　
る　
も　
の　
を　
、　
以　
下　
に　
具　
体　
的　
に　
挙　
げ　

ま　
す　
。　

ａ　．　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
活　
動　
す　

る　
取　
引　
駐　
在　
員　
事　
務　
所　
（　「　
Ｔ　
Ｒ　

Ｏ　
」　）　、　
駐　
在　
員　
事　
務　
所　
ま　
た　
は　
外　
国　

の　
報　
道　
機　
関　

ｂ　．　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
事　
業　
を　

行　
う　
外　
国　
の　
非　
公　
開　
会　
社　

ｃ　．　

政　
府　
ま　
た　
は　
外　
国　
に　
よ　
る　
支　
援　

プ　
ロ　
ジ　
ェ　
ク　
ト　
を　
行　
う　
政　
府　
機　
関　

ｄ　．　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
法　
に　
基　
づ　
い　
て　

設　
立　
さ　
れ　
た　
法　
人　

ｅ　．　

社　
会　
団　
体　
、　
教　
育　
機　
関　
、　
文　
化　

団　
体　
ま　
た　
は　
宗　
教　
団　
体　

ｆ　．　

ス　
ポ　
ー　
ツ　
、　
娯　
楽　
ま　
た　
は　
タ　
レ　

ン　
ト　
の　
斡　
旋　
業　
者　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　
雇　
用　
し　
よ　
う　
と　
す　
る　
Ｐ　
Ｋ　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
Ｉ　
Ｍ　
Ｔ　
Ａ　
を　
取　
得　
し　
た　
上　

で　
、　
以　
下　
の　
条　
件　
を　
満　
た　
す　
必　
要　
が　
あ　

り　
ま　
す　
。　

ａ　．　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
ア　
ソ　
シ　
エ　
ー　
ト　
と　
し　

て　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
技　
術　
及　
び　
専　
門　
知　
識　
を　

引　
き　
継　
ぐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
を　
指　
名　
す　
る　
こ　

と　ｂ　．　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
が　
就　
い　
て　
い　
た　
職　
務　
に　

必　
要　
な　
能　
力　
を　
備　
え　
る　
よ　
う　
に　
な　
る　

ま　
で　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
の　
教　
育　
及　
び　
研　
修　

を　
行　
う　
こ　
と　

ｃ　．　

技　
術　
能　
力　
開　
発　
基　
金　
に　
払　
込　
を　

行　
う　
こ　
と　
（　
Ａ　
７　
参　
照　
）　

前　
記　
条　
件　
の　
う　
ち　
、　ａ　
お　
よ　
び　
ｂ　
は　
、　

取　
締　
役　
及　
び　
／　
又　
は　
コ　
ミ　
ッ　
シ　
ョ　
ナ　
ー　

の　
職　
に　
就　
く　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
は　
適　
用　
さ　
れ　
ま　

せ　
ん　
。　
ま　
た　
、　
ｃ　
の　
条　
件　
は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

を　
外　
交　
官　
又　
は　
領　
事　
館　
員　
と　
し　
て　
雇　
用　

す　
る　
外　
国　
公　
館　
に　
は　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
せ　

ん　
。　

Ｑ　
５　
　　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
と　
は　
何　
で　
す　

か　
。　

Ａ　
５　
　　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
と　
は　
、　
外　
国　

人　
雇　
用　
計　
画　
（　

・　
「　

」　
の　
略　
称　

で　
す　
。　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
は　
、　
Ｔ　

Ｋ　
Ａ　
の　
雇　
用　
が　
必　
要　
な　
理　
由　
、　

対　
象　
と　
な　
る　
外　
国　
人　
の　
職　
務　
又　

は　
職　
種　
、　
及　
び　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
の　
指　

名　
に　
関　
す　
る　
規　
定　
に　
つ　
い　
て　
、　

最　
低　
限　
記　
載　
す　
る　
必　
要　
が　
あ　
り　

ま　
す　
。　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　
雇　
用　
す　
る　
Ｐ　

Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　

提　
出　
し　
承　
認　
を　
受　
け　
な　
け　
れ　
ば　

な　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
対　
す　
る　
承　
認　
が　
発　
行　

さ　
れ　
た　
後　
、　
Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
期　
間　
限　

定　
ビ　
ザ　
（　
Ｖ　
Ｉ　
Ｔ　
Ａ　
Ｓ　
）　
を　
申　
請　
す　
る　

必　
要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　
労　
働　
移　
住　
大　
臣　
又　

は　
任　
命　
を　
受　
け　
た　
役　
人　
は　
、　
申　
請　
書　
類　

に　
基　
づ　
き　
、　
Ｉ　
Ｍ　
Ｔ　
Ａ　
を　
発　
行　
す　
べ　
き　

か　
ど　
う　
か　
判　
断　
し　
ま　
す　
。　

Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
有　
効　
期　
間　
は　
５　
年　
で　

す　
が　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
ビ　
ザ　
が　
更　
新　
さ　
れ　
た　

後　
に　
、　
Ｐ　
Ｋ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
側　
の　
需　
要　
及　
び　
国　

内　
労　
働　
市　
場　
の　
状　
況　
を　
考　
慮　
し　
た　
上　

で　
、　
延　
長　
さ　
れ　
る　
場　
合　
も　
あ　
り　
ま　
す　
。　

た　
だ　
し　
、　
投　
資　
家　
と　
し　
て　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
に　
来　
訪　
し　
た　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
で　
あ　
っ　
て　
、　

法　
務　
人　
権　
省　
が　
承　
認　
し　
た　
雇　
用　
主　
の　
定　

款　
に　
そ　
の　
氏　
名　
が　
記　
載　
さ　
れ　
て　
い　
る　
者　

に　
つ　
い　
て　
は　
、　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
お　
よ　
び　
Ｉ　

Ｍ　
Ｔ　
Ａ　
は　
要　
求　
さ　
れ　
ま　
せ　
ん　
。　

Ｑ　
６　
　　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
雇　
用　
に　
関　
す　
る　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
の　
基　
本　
方　

針　
は　
、　
ど　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
で　
す　

か　
。　

Ａ　
６　
　　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
雇　
用　
は　
、　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
の　
外　
国　
人　
に　
関　

連　
す　
る　
各　
種　
法　
規　
（　
移　
民　
法　
を　

含　
む　
）　
に　
適　
用　
さ　
れ　
て　
い　
る　
保　

証　
原　
則　
に　
基　
づ　
い　
て　
い　
ま　
す　
。　

大　
ま　
か　
な　
原　
則　
と　
し　
て　
、　
外　
国　
人　
が　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
就　
労　
す　
る　
場　

合　
、　
そ　
の　
雇　
用　
主　
と　
な　
る　
機　
関　
又　
は　
会　

社　
は　
、　
当　
該　
外　
国　
人　
に　
つ　
い　
て　
保　
証　
す　

る　
必　
要　
が　
あ　
り　
、　
そ　
の　
上　
で　
Ｒ　
Ｐ　
Ｔ　
Ｋ　

Ａ　
の　
承　
認　
を　
取　
得　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　
ま　

せ　
ん　
。　
た　
だ　
し　
、　「　
経　
営　
者　
（　
取　
締　
役　

又　
は　
コ　
ミ　
ッ　
シ　
ョ　
ナ　
ー　
）　」　
と　
な　
る　
Ｔ　

Ｋ　
Ａ　
の　
場　
合　
、　
前　
記　
原　
則　
は　
大　
幅　
に　
緩　

和　
さ　
れ　
、　
要　
求　
さ　
れ　
る　
の　
は　
、　
条　
件　
が　

比　
較　
的　
厳　
し　
く　
な　
い　
Ｉ　
Ｋ　
Ｔ　
Ａ　
の　
み　
で　

す　
。　

Ｑ　
７　
　　
技　
術　
能　
力　
開　
発　
基　
金　
と　
は　

ど　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
で　
す　
か　
。　

Ａ　
７　
　　
技　
術　
能　
力　
開　
発　
基　
金　
（　

・　

「　

」　）　
は　
、　
現　
地　
労　
働　
者　

の　
技　
術　
向　
上　
の　
た　
め　
に　
運　
営　
さ　

れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
雇　
用　

主　
は　
、　
労　
働　
省　
が　
指　
定　
し　
た　
政　

府　
銀　
行　
を　
通　
じ　
て　
、　
当　
該　
基　
金　

に　
払　
い　
込　
み　
を　
行　
う　
義　
務　
を　
負　

い　
ま　
す　
。　

要　
求　
さ　
れ　
る　
基　
金　
へ　
の　
払　
込　
額　
は　
、　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
１　
名　
に　
つ　
き　
、　
ひ　
と　
月　
１　
０　
０　

米　
ド　
ル　
と　
定　
め　
ら　
れ　
て　
お　
り　
、　
Ｉ　
Ｋ　
Ｔ　

Ａ　
の　
期　
間　
分　
を　
前　
払　
で　
支　
払　
う　
こ　
と　
と　

な　
り　
ま　
す　
。　

雇　
用　
の　
最　
終　
月　
に　
非　
就　
労　
期　
間　
が　
あ　

っ　
て　
も　
、　
そ　
の　
分　
の　
割　
引　
は　
行　
わ　
れ　
ま　

せ　
ん　
。　Ｑ　

８　
　　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
は　
ど　
の　
よ　
う　
な　

条　
件　
が　
あ　
り　
ま　
す　
か　
。　

Ａ　
８　
　　
労　
働　
大　
臣　
決　
定　

第　
２　
条　
に　

は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
以　
下　
の　
条　
件　
を　

満　
た　
す　
こ　
と　
、　
と　
記　
載　
さ　
れ　
て　

い　
ま　
す　
。　

ａ　．　

関　
連　
分　
野　
に　
お　
け　
る　
教　
育　
及　

び　
／　
又　
は　
５　
年　
以　
上　
の　
業　
務　
経　
験　
を　

積　
ん　
で　
い　
る　
こ　
と　

ｂ　．　

自　
ら　
の　
技　
術　
を　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　

人　
労　
働　
者　
、　
特　
に　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
に　
移　
転　

す　
る　
意　
思　
を　
有　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　

並　
び　
に　

ｃ　．　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
語　
の　
コ　
ミ　
ュ　
ニ　

ケ　
ー　
シ　
ョ　
ン　
能　
力　
を　
有　
す　
る　
こ　
と　
。　

関　
連　
分　
野　
に　
お　
い　
て　
特　
定　
レ　
ベ　
ル　
の　

能　
力　
が　
必　
要　
と　
さ　
れ　
る　
場　
合　
、　
又　
は　
広　

く　
期　
待　
さ　
れ　
る　
場　
合　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
こ　
れ　

も　
満　
た　
し　
て　
い　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　
ま　
せ　

ん　
。　
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Ｑ　
９　
　　
Ｔ　
Ｒ　
Ｏ　
で　
雇　
用　
さ　
れ　
る　
Ｔ　

Ｋ　
Ａ　
に　
関　
す　
る　
特　
定　
の　
規　
定　
と　

は　
ど　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
で　
す　
か　
。　

Ａ　
９　
　　
Ｔ　
Ｒ　
Ｏ　
で　
雇　
用　
さ　
れ　
る　
Ｔ　

Ｋ　
Ａ　
は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
対　
し　
て　
一　

般　
的　
に　
適　
用　
さ　
れ　
る　
規　
則　
に　
加　

え　
、　
産　
業　
貿　
易　
大　
臣　
決　
定　

の　
規　
定　
の　
適　
用　
も　
受　
け　
ま　
す　
。　

当　
該　
規　
定　
に　
よ　
り　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　

学　
士　
号　
又　
は　
そ　
れ　
に　
匹　
敵　
す　
べ　

き　
関　
連　
分　
野　
に　
お　
け　
る　
３　
年　
以　

上　
の　
業　
務　
経　
験　
を　
有　
し　
て　
い　
る　

こ　
と　
が　
求　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

さ　
ら　
に　
雇　
用　
主　
は　
、　左　
記　
の　
金　
額　
を　
、　

保
証
金
と
し
て
政
府
銀
行
（

・　

）　
に　
納　
め　
る　
必　
要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

ａ　．　

Ｔ　
Ｒ　
Ｏ　
の　
責　
任　
者　
が　
外　
国　
人　
で　

あ　
る　
場　
合　
、　
５　
、　
０　
０　
０　
、　
０　
０　
０　

ル　
ピ　
ア　

ｂ　．　

Ｔ　
Ｒ　
Ｏ　
の　
責　
任　
者　
が　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
人　
で　
あ　
る　
場　
合　
、　
１　
、　
０　
０　
０　
、　

０　
０　
０　
ル　
ピ　
ア　

Ｔ　
Ｒ　
Ｏ　
が　
廃　
業　
又　
は　
解　
散　
し　
た　
場　

合　
、　
保　
証　
金　
は　
返　
納　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

雇　
用　
主　
が　
考　
慮　
す　
べ　
き　
も　
う　
１　
つ　
の　

重　
要　
事　
項　
が　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
人　
数　
で　
す　
。　

前　
記　
決　
定　
の　
規　
定　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

の　
人　
数　
と　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
の　
人　
数　
は　
、　
１　
対　

３　
の　
比　
率　
に　
す　
る　
必　
要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

す　
な　
わ　
ち　
、　
雇　
用　
主　
は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
１　
名　

に　
つ　
き　
「　
ア　
ソ　
シ　
エ　
ー　
ト　
」　
と　
な　
る　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　
の　
専　
門　
職　
又　
は　
一　
般　
業　

務　
ス　
タ　
ッ　
フ　
を　
３　
名　
以　
上　
採　
用　
又　
は　
雇　

用　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

Ｑ　
1  0  

Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
に　
は　
ど　
の　
よ　
う　

な　
条　
件　
が　
あ　
り　
ま　
す　
か　
。　

Ａ　
1  0  

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　
雇　
用　
す　
る　
会　
社　

は　
す　
べ　
て　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
が　
職　
を　
離　

れ　
る　
際　
に　
そ　
の　
職　
を　
引　
き　
継　
ぐ　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　
労　
働　
者　
を　
教　

育　
す　
る　
義　
務　
を　
負　
い　
ま　
す　
。　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
関　
し　
て　
与　
え　
ら　
れ　
る　
許　
可　

に　
は　
、　
必　
ず　
、　
技　
術　
移　
転　
を　
受　
け　
る　
Ｔ　

Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
が　
付　
記　
さ　
れ　
ま　
す　
。　
し　
た　
が　
っ　

て　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ｉ　
Ｐ　
は　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
が　
就　
く　
職　

務　
に　
適　
し　
た　
教　
育　
を　
受　
け　
た　
者　
で　
あ　
る　

こ　
と　
が　
要　
求　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

Ｑ　
1  1  

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
経　
済　
に　
お　

い　
て　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
雇　
用　
が　
制　
限　

さ　
れ　
て　
い　
る　
セ　
ク　
タ　
ー　
は　
あ　
り　

ま　
す　
か　
。　

Ａ　
1  1  

あ　
り　
ま　
す　
。　

た　
と　
え　
前　
記　
条　
件　
が　
す　
べ　
て　
満　
た　
さ　

れ　
て　
い　
て　
も　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
、　
種　
類　
を　
問　

わ　
ず　
ど　
の　
よ　
う　
な　
職　
務　
で　
も　
自　
由　
に　
遂　

行　
で　
き　
る　
と　
い　
う　
も　
の　
で　
は　
あ　
り　
ま　
せ　

ん　
。　
労　
働　
法　
第　
4  6  
条　
に　
よ　
り　
、　
以　
下　
の　

こ　
と　
が　
制　
限　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

１　．　

人　
事　
を　
扱　
う　
職　
務　
に　
就　
く　
こ　
と　

２　．　

２　
つ　
以　
上　
の　
職　
務　
を　
兼　
任　
す　
る　

こ　
と　

３　．　
他　
の　
雇　
用　
主　
に　
雇　
わ　
れ　
る　
こ　
と　
、　

た　
だ　
し　
、　
株　
主　
総　
会　
決　
議　
に　
従　
っ　
て　

取　
締　
役　
又　
は　
コ　
ミ　
ッ　
シ　
ョ　
ナ　
ー　
と　
し　

て　
就　
任　
す　
る　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
は　
例　
外　
と　
す　
る　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
人　
労　
働　
者　
の　
雇　
用　
機　

会　
を　
最　
大　
限　
確　
保　
す　
る　
た　
め　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　

に　
つ　
い　
て　
は　
人　
数　
制　
限　
が　
あ　
り　
、　
そ　
の　

職　
務　
も　
限　
定　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
ま　
た　
、　

そ　
の　
時　
々　
の　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
の　
労　

働　
市　
場　
及　
び　
必　
要　
と　
さ　
れ　
る　
能　
力　
レ　
ベ　

ル　
の　
状　
況　
を　
考　
慮　
し　
、　
特　
定　
の　
職　
務　
や　

事　
業　
分　
野　
に　
つ　
い　
て　
さ　
ら　
に　
制　
限　
が　
追　

加　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

Ｑ　
1  2  

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
に　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
の　
労　
働　
者　
社　
会　
保　
障　
制　
度　

へ　
の　
加　
入　
が　
義　
務　
付　
け　
ら　
れ　
て　

い　
ま　
す　
か　
。　

Ａ　
1  2  

義　
務　
付　
け　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
せ　

ん　
。　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
を　
雇　
用　
す　
る　
雇　
用　

主　
は　
、　
当　
該　
労　
働　
者　
が　
、　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
１　
９　
９　
２　
年　
法　
律　

第　
３　
号　
に　
基　
づ　
く　
労　
働　
者　
社　
会　

保　
障　
制　
度　
と　
類　
似　
す　
る　
自　
国　
の　

社　
会　
保　
障　
制　
度　
に　
加　
入　
し　
て　
い　

る　
場　
合　
、　
Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
の　
た　
め　
に　
関　

連　
す　
る　
労　
働　
者　
社　
会　
保　
障　
制　
度　

に　
加　
入　
す　
る　
義　
務　
を　
負　
い　
ま　
せ　

ん　
。　

Ｔ　
Ｋ　
Ａ　
が　
、　
自　
国　
で　
類　
似　
の　
社　
会　
保　

障　
制　
度　
に　
加　
入　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　
を　
証　
明　

す　
る　
に　
は　
、　
大　
臣　
決　
定　

に　
定　
め　
る　
手　
続　
に　
従　

い　
、　
自　
国　
の　
社　
会　
保　
障　
制　
度　
を　
管　
理　
す　

る　
所　
轄　
機　
関　
が　
発　
行　
し　
た　
「　
加　
入　
証　
明　

書　
」　
の　
原　
本　
を　
提　
出　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　

ま　
せ　
ん　
。　

本　
稿　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
お　
け　
る　
投　
資　
に　
関　
わ　

る　
法　
的　
事　
項　
に　
つ　
い　
て　
、　
一　
般　
的　
な　
情　
報　
の　
提　
供　

を　
目　
的　
と　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　
具　
体　
的　
な　
事　
案　
、　
法　
的　

助　
言　
等　
に　
つ　
き　
ま　
し　
て　
は　
、　
適　
格　
な　
専　
門　
家　
に　
ご　

相　
談　
下　
さ　
い　
。　

ラ
ン
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学
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は
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取
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法
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ル
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ニ

黒
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パ
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ト
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大
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退
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そ
の
後
、
国
内
の
法
律
事
務
所
勤
務
を
経

て
、
北
京
語
学
学
院
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
、
復
旦
大
学
法
学
部
高
級
進

修
生
課
程
を
終
了
。
専
門
は
国
際
金
融
、

独
禁
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
。

黒
田
健
二
（　
く　
ろ　
だ　
・　
け　
ん　
じ　
）　


